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秘
密
捜
査
的
手
法
は
社
会
・
人
々
の
安
全
に
重
要
な
寄
与
を
す
る
が
、
反
面
、
対
象
と
な
る
人
々
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
な
ど
を
侵
害

す
る
危
険
が
あ
る
。
こ
の
点
は
香
港
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
現
在
、
監
視
カ
メ
ラ
や
無
人
機
の
使
用
に
つ
い
て
の
規
制



一
一
六

に
も
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る

（
１
）。

香
港
に
お
い
て
は
、
秘
密
捜
査
に
関
し
て
、
長
期
に
亘
っ
て
体
系
的
な
規
制
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
法
（
条
例
）
制
定
の
機
運
が
生
じ
、
二
〇
〇
六
年
に
至
っ
て
、
漸
く
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例

（Interception of Com
m
unications and Surveillance O

rdinance

）
が
成
立
し
た
。
本
条
例
は
、
香
港
に
お
い
て
、
法
執
行
機
関
に
よ
る

通
信
傍
受
と
秘
密
監
視
活
動
に
対
し
て
、
立
法
に
よ
る
管
理
体
制
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
本
条
例
が
制
定
さ
れ
る
に

至
る
経
緯
、
条
例
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
な
ど
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
独
自
の
発
展
を
見
せ
た
、
香
港
の
通
信
傍
受

を
中
心
と
し
た
秘
密
捜
査
関
連
法
制
の
現
状
を
示
し
た
い
。
そ
し
て
、
併
せ
て
か
か
る
香
港
の
経
験
が
我
が
国
に
示
唆
す
る
点
が
あ
る
か

に
つ
い
て
も
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
迄
の
立
法
情
況
・
背
景
事
情
に
つ
い
て
振
り
返
る
。
次
に
、

第
二
章
で
は
、
制
定
さ
れ
た
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
章
で
は
、
か
か
る
通
信
傍
受
及
び

監
視
条
例
に
寄
せ
ら
れ
る
評
価
・
批
判
等
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
る
。
最
後
に
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
通
信
傍
受
及
び
監
視

条
例
の
意
義
、
我
が
国
に
与
え
得
る
示
唆
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

第
一
章　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
以
前
の
情
況

（
２
）

第
一
節　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
の
必
要
性
の
高
ま
り

一　

一
九
九
一
年
の
香
港
人
権
法
案
条
例
に
お
い
て
香
港
で
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
が
正
式
に
確
立
し
た
と
さ
れ
、
一
方
で
、
通
信
傍
受
や

秘
密
監
視
は
法
執
行
機
関
が
重
大
犯
罪
と
戦
い
、
公
共
の
安
全
を
守
る
た
め
に
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
存
在
し
て
い
た
か
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一
一
七

ら
、
こ
こ
に
お
い
て
秘
密
捜
査
の
必
要
性
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
保
護
の
対
立
・
衡
量
の
必
要
性
が
一
層
尖
鋭
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
一
九
九
六
年
、
香
港
法
律
改
革
委
員
会
は
、
電
子
監
視
に
令
状
を
必
要
と
す
る
方
向
で
法
律
制
度
の
全
面
改
革
＝
立
法
化
に
着
手

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
社
会
各
界
も
関
心
を
持
っ
た
。
次
い
で
、
一
九
九
七
年
の
通
信
傍
受
条
例
草
案
（
白
紙
草
案
）
は
通
信
傍
受
を

規
律
し
、
要
件
を
明
確
に
し
よ
う
と
企
図
し
、
香
港
居
住
者
の
意
見
を
広
く
聴
取
し
た
。
社
会
各
界
も
少
な
か
ら
ず
議
論
に
参
画
し
、
最

終
的
に
は
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
立
法
に
関
す
る
議
論
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
ま
た
、
同
一
九
九
七
年
、
香
港
に
お
い
て
、

個
人
資
料
（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
）
条
例
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
に
つ
い
て
従
前
よ
り
も
詳
細
に
規
定
し
た
。
更
に
、
二
〇
〇
五
年
八
月
、

香
港
地
区
行
政
長
官
は
香
港
基
本
法
第
四
八
条
に
則
っ
て
秘
密
監
視
手
続
命
令
を
公
布
し
た

（
３
）。

こ
れ
ら
に
関
す
る
論
議
を
経
て

（
４
）、

秘
密
捜

査
手
続
の
基
礎
は
立
法
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
強
ま
り
、
二
〇
〇
六
年
八
月
六
日
に
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
草
案
が

香
港
議
会
を
通
過
し
、
同
八
月
九
日
に
正
式
に
発
効
を
見
、
秘
密
捜
査
に
関
連
す
る
情
況
は
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

二　

こ
の
よ
う
に
長
期
に
亘
っ
て
法
的
規
制
が
な
か
っ
た
香
港
に
お
い
て
秘
密
捜
査
に
関
す
る
立
法
の
機
運
が
上
昇
し
た
理
由
は
、
人
権

保
障
に
関
す
る
意
識
が
高
揚
し
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
ま
ず
①
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す

る
国
際
規
約
、
及
び
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
っ
て
香
港
に
も
基
本
的
に
適
用
さ
れ
た
こ

と
、
②
こ
の
二
つ
の
国
際
規
約
が
、
例
え
ば
、
香
港
基
本
法
（
両
規
約
に
関
わ
る（

５
））

や
人
権
法
案
条
例
（
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る

国
際
規
約
に
関
わ
る（

６
））

を
介
し
て
香
港
で
土
着
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
香
港
の
法
令
と
適
合
し
て
行
く
必
要
が
あ
っ
た
）
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
③
個
人
資
料
（
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
）
条
例
は
、
秘
密
捜
査
の
必
要
性
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
と
の
衝
突
に
対
応
し
た
が
、
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
全
面
的
に
保
障
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
限
界
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
④
国
際
的
な
汚
職
事
案
が
広
く
流
行
し
て

い
た
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
秘
密
捜
査
的
手
法
を
用
い
て
良
い
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
な
見
解
も
多
く
、
今
世
紀
初
頭
に
お
い
て



一
一
八

裁
判
所
は
当
該
証
拠
の
排
除
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
違
法
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
見
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
関
連
事
情
と
し
て
存
し

て
い
た
。
二
一
世
紀
に
お
け
る
国
際
的
な
通
信
技
術
は
非
常
に
進
展
し
て
お
り
、
こ
れ
を
用
い
た
犯
罪
活
動
は
潜
行
化
し
、
犯
罪
捜
査
の

た
め
の
証
拠
収
集
も
困
難
に
な
っ
て
い
て
、
国
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
も
脅
威
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
秘
密
捜
査

活
動
を
行
う
必
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
香
港
に
お
け
る
秘
密
捜
査
活
動
は
成
文
法
に
よ
る
体
系
的

規
律
を
欠
い
て
い
た
か
ら
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
活
動
を
全
面
的
に
規
律
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

こ
の
点
、
国
際
社
会
に
お
い
て
秘
密
捜
査
に
対
す
る
法
治
化
の
動
き
は
進
展
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
大
別
す
れ
ば
、
英
米
法
系
国
家

は
法
令
上
の
統
制
は
相
対
的
に
強
く
な
く
（
系
統
的
に
規
律
し
て
い
な
い
）、
大
陸
法
系
国
家
は
犯
罪
統
制
を
重
視
し
、
法
治
化
が
進
ん
で

い
る
国
と
緩
慢
な
国
と
が
あ
る
（
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
法
治
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
相
対
的
に
緩
や
か
に
進
展
し
て
い
る
な
ど
違
い
が
あ

る
）
け
れ
ど
も
、
世
界
の
主
要
国
は
、
総
体
的
に
は
犯
罪
統
制
と
人
権
保
障
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
、
秘
密
捜
査
に
関
す
る
法
治
化
を

進
め
て
い
る
。
か
か
る
動
向
が
香
港
に
与
え
た
影
響
も
大
き
い
と
言
え
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
節　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
関
わ
る
立
法
の
沿
革
と
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
の
経
緯

一　

⑴　

香
港
に
お
い
て
は
、
通
信
傍
受
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
な
く
、
一
九
九
九
年
時
点
でIndependent Com

m
ission 

A
gainst Corruption

（ICA
C. 

廉
政
公
署
）
に
よ
っ
て
、
一
定
数
実
行
さ
れ
て
い
た

（
７
）。

そ
し
て
、
通
信
傍
受
は
腐
敗
摘
発
な
ど
の
捜
査
に

必
要
で
あ
る
一
方
、
こ
れ
を
可
視
化
し
な
い
と
政
治
的
濫
用
の
危
険
性
も
あ
る
と
い
う
点
で
議
論
が
生
じ
て
い
た

（
８
）。

　

⑵　

そ
し
て
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
個
別
の
立
法
が
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
ら
は
体
系
的
で
は

な
く
、
分
散
し
て
お
り
、
手
続
的
な
法
規
制
が
欠
如
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う

（
９
）。

即
ち
、
通
信
傍
受
・
秘
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一
一
九

密
監
視
に
関
連
す
る
法
律
と
し
て
は
、
電
話
等
通
信
条
例
、
郵
政
署
条
例
、
精
神
健
康
規
則
・
先
例
、
監
獄
規
則
、
破
産
条
例
な
ど
が
存

在
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
各
々
不
備
が
あ
り
、
そ
の
問
題
性
が
日
ま
し
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
情
況
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、（
ⅰ
）

公
共
の
利
益
な
ど
、
立
法
上
の
用
語
が
曖
昧
で
明
確
で
な
い
と
か
、（
ⅱ
）
最
終
手
段
原
則
を
通
信
傍
受
に
お
い
て
遵
守
す
る
規
定
が
な

い
、（
ⅲ
）
行
政
令
状
に
お
い
て
は
、
中
立
的
な
司
法
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
審
査
を
欠
い
て
い
る
、（
ⅳ
）
行
政
令
状
が
如
何
な
る
内
容
を

含
む
べ
き
か
に
つ
い
て
関
連
法
令
に
定
め
が
な
い
、（
ⅴ
）
通
信
傍
受
の
有
効
期
限
に
つ
い
て
法
令
が
定
め
て
い
な
い
、（
ⅵ
）
通
信
傍
受

に
関
わ
る
法
規
に
明
確
な
救
済
手
続
が
な
い
、（
ⅶ
）
秘
密
監
視
に
対
す
る
法
的
規
制
が
欠
け
て
い
る
な
ど
が
不
備
と
さ
れ
た
事
象
で
あ

り
、
総
じ
て
、
通
信
傍
受
と
秘
密
監
視
に
対
す
る
系
統
的
規
制
が
欠
け
て
い
て
、
香
港
市
民
の
権
益
保
障
に
と
っ
て
脅
威
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
新
法
に
よ
る
全
面
的
規
制
が
焦
眉
の
急
で
あ
っ
た
と
言
え
た
の
で
あ
る
。

二　

か
か
る
情
況
の
も
と
で
、
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
九
七
年
、
通
信
傍
受
条
例
草
案
（
白
紙
草
案
）
が
公
表
さ
れ
、
傍
受
さ

れ
た
通
信
の
開
示
の
禁
止
と
か
、
傍
受
さ
れ
た
証
拠
に
つ
い
て
の
証
拠
能
力
の
禁
止
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
。
次
い
で
、
同
一
九
九
七

年
、
通
信
傍
受
条
例
（
香
港
総
督
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
の
、
香
港
返
還
以
降
、
具
体
的
な
発
効
日
時
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
効
力

発
生
に
至
っ
て
い
な
い
）
は
、（
ⅰ
）
故
意
に
傍
受
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
犯
罪
と
な
る
と
し
て
傍
受
の
原
則
的
禁
止
を
定
め
、（
ⅱ
）
通

信
傍
受
の
授
権
規
定
と
し
て
、
申
請
主
体
・
条
件
、
授
権
の
際
は
書
面
で
高
等
法
院
裁
判
官
に
提
出
す
る
と
い
っ
た
事
項
な
ど
に
つ
い
て

定
め
て
お
り）

10
（

、
本
条
例
は
香
港
の
秘
密
捜
査
関
連
立
法
に
大
き
な
進
展
を
与
え
た
。
即
ち
、（
ａ
）
こ
れ
迄
分
散
さ
れ
て
い
た
法
律
の
骨

格
が
相
当
程
度
纏
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、（
ｂ
）
司
法
審
査
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
、（
ｃ
）
救
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
作
ら
れ
た
。
ま

た
、（
ｄ
）
傍
受
の
法
定
期
間
制
度
が
定
め
ら
れ
、（
ｅ
）
立
法
技
術
が
成
熟
し
、
用
語
の
表
現
も
正
確
と
な
っ
た
等
が
こ
れ
で
あ
る）

11
（

。

三　

た
だ
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
通
信
傍
受
条
例
は
発
効
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
至
り
、
香
港
の
立
法
機
関
で
あ



一
二
〇

る
立
法
会
は
、
再
び
通
信
傍
受
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
ア
ル
・
カ
ー
イ
ダ

に
よ
る
同
時
多
発
テ
ロ
に
よ
る
攻
撃
の
発
生
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
験
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
通
信

科
学
技
術
は
高
速
で
発
展
し
て
お
り
、
法
執
行
機
関
に
充
分
な
権
能
を
与
え
る
と
共
に
、
一
方
で
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
を
始
め
と
す
る
個

人
の
権
利
の
保
障
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
先
の
通
信
傍
受
条
例
を
一
部
修
正
す
る
な
ど
の
形
で
施
行
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
は
採
ら
れ
ず
、
改
め
て
検
討
す
る
方
向
が
採
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
通
信
傍
受
条
例
実
施
の
歩
み
に
は
非
常
に
時
間
を
要
し

た
。
た
だ
、
既
に
触
れ
た
、
国
際
的
な
汚
職
事
案
が
広
く
流
行
す
る
中
で
用
い
ら
れ
た
秘
密
捜
査
的
手
法
に
つ
い
て
、
今
世
紀
初
頭
に
お

い
て
違
法
性
を
指
摘
す
る
裁
判
例
が
見
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
秘
密
監
視
行
動
の
適
法
性
に
疑
義
が
生
じ
、
香
港
市
民
は
秘
密
監
視
問
題

に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
司
法
の
側
か
ら
も
市
民
の
側
か
ら
も
圧
力
が
掛
か
り
、
香
港
政
府
当
局
も
こ

れ
に
配
慮
す
る
よ
う
に
な
り
、
過
去
の
立
法
作
業
の
成
果
を
検
討
し
、
秘
密
監
視
立
法
に
注
力
す
る
方
向
に
変
化
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

四　

こ
の
も
と
に
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
草
案
が
通
知
さ
れ
て
社
会
の
関
心
を
呼
ん
だ
。
具
体
的
に
は
、
本
草

案
は
市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
侵
犯
す
る
と
か
、
行
政
と
司
法
の
境
界
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
監
視
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
備

す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
・
提
言
が
各
方
面
よ
り
な
さ
れ
た
り
、
草
案
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
修
正
案
を
提
示
す
る
動
き
が
生
じ
た
の

で
あ
る）

12
（

。
こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
の
統
制
と
適
正
手
続
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
の
対
立
は
激
し
い
も
の
が
あ
り
、
立
法
会
内
部
で
の
議
員

間
の
対
立
も
厳
し
く
、
香
港
の
民
主
勢
力
の
反
対
も
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
同
年
八
月
九
日
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
が
正
式
に
発
効

し
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
等
に
つ
い
て
の
法
律
の

間
を
補
う
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た）

13
（

。



香
港
に
お
け
る
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
つ
い
て
（
鈴
木
）

一
二
一

第
二
章　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
概
観

一　

本
章
で
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
九
日
に
発
効
し
た
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
、
概
観
を
紹
介
し
た
い
。
本
通
信
傍

受
及
び
監
視
条
例
の
主
要
な
目
的
は
、
法
執
行
機
関
に
よ
る
通
信
傍
受
や
秘
密
監
視
を
規
律
し
、
重
大
犯
罪
の
予
防
と
捜
査
、
そ
し
て
公

共
の
安
全
を
図
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
法
執
行
機
関
に
よ
る
秘
密
捜
査
活
動
が
条
例
の
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
厳
し
く
監
督
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。

二　

ま
ず
、
本
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
の
意
味
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
い
る
。

　

⑴　

通
信
に
は
、
郵
便
関
連
と
電
信
に
よ
る
通
信
を
含
む）

14
（

が
、
香
港
の
電
話
・
電
線
通
信
条
例
第
一
七
Ａ
条
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
を
規
制
し
て
い
た
の
で
、
本
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
を
含
ま
な
い
こ
と
と
し
た
。

　

⑵　

傍
受
と
は
、
特
定
乃
至
不
特
定
の
通
信
に
関
し
て
、
郵
便
乃
至
電
信
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
過
程
で
当
該
通
信
内
容
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
取
得
す
る
こ
と
を
言
う）

15
（

。

　

⑶　

秘
密
監
視
は
、
特
定
の
調
査
等
の
目
的
で
監
視
器
材
を
用
い
て
行
う
監
視
を
言
い
、
本
条
例
で
言
う
傍
受
等
は
含
ま
な
い
。
そ
し

て
、
対
象
者
に
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
合
理
的
期
待
が
あ
る
こ
と
、
対
象
者
に
監
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
ず
に
遂
行
す
る
こ
と
を
前

提
と
す
る）

16
（

。
本
条
例
は
秘
密
監
視
の
範
囲
を
相
当
程
度
限
定
し
て
い
る
。

　

課
題
と
し
て
は
、（
ⅰ
）
監
視
機
器
の
、
進
ん
だ
解
釈
・
説
明
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、（
ⅱ
）
秘
密
監
視
に
お
け
る
法
定
類
型
的
処
分
と



一
二
二

し
て
、
条
例
は
、
対
象
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
障
強
化
を
目
的
と
し
て
、
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
第
一
類
監
視
と
第
二
類
監
視
に
分

け
）
17
（

、
後
者
に
つ
き
比
較
的
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
（
第
一
類
監
視
は
第
二
類
監
視
で
な
い
も
の
と
い
う
建
付
け
に
な
る
）
が
、
法
定
機
関
も
含
め

て
正
確
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

18
（

。

三　

通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
の
法
定
条
件
と
し
て
は
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
三
条
が
規
定
し
て
お
り
、
①
重
大
犯
罪
の
防
止
・
探

索
、
公
共
の
安
全
の
保
護
と
い
っ
た
合
法
な
目
的
で
あ
る
こ
と
、
②
（
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
の
達
成
目
的
が
①
の
重
大
犯
罪
防
止
・
探
索
、
公

共
の
安
全
に
対
す
る
特
定
の
脅
威
の
防
止
に
あ
り
、
対
象
者
が
か
か
る
情
況
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
）
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
、
③
（
通
信
傍
受
や
秘

密
監
視
の
対
象
者
等
に
対
す
る
侵
襲
性
と
関
連
フ
ァ
ク
タ
ー）

19
（

を
衡
量
し
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
よ
う
と
す
る
目
的
が
、
他
の
よ
り

侵
襲
性
の
低
い
手
段
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
得
る
か
を
判
断
し
、
当
該
情
況
に
関
連
す
る
他
の
諸
事
項
を
勘
案
し
た
上
で
）
傍
受
乃
至
秘
密
監
視
が
目
的

の
た
め
に
必
要
で
相
当
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

四　

⑴　

通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
に
際
す
る
授
権
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
秘
密
捜
査
は
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
を
侵
害
す
る
た

め
、
本
条
例
は
、
授
権
条
件
を
厳
格
に
し
て
濫
用
防
止
を
図
っ
て
い
る
面
が
あ
り
、
秘
密
監
視
に
お
い
て
、
第
一
類
監
視
は
相
対
的
に
中

立
的
な
司
法
機
関
が
秘
密
捜
査
手
段
を
付
与
す
る
形）

20
（

、
第
二
類
監
視
は
行
政
が
授
権
す
る
形）

21
（

を
取
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
分
的
体
制
を
採

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
条
例
の
大
き
な
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑵　

即
ち
、
第
二
類
監
視
と
は
、（
ａ
）
聴
取
装
置
乃
至
光
学
監
視
装
置
を
用
い
て
、
他
者
が
発
声
す
る
言
葉
や
活
動
を
聴
取
し
た
り

監
視
し
た
り
記
録
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
達
成
さ
れ
る
秘
密
監
視
（（
ⅰ
）
当
該
装
置
を
用
い
て
い
る
者
に
対
し
、
対
象
と
な
る
他
者
が
言
葉

や
活
動
を
聴
取
さ
れ
た
り
見
ら
れ
て
い
る
と
意
識
し
て
い
る
か
合
理
的
に
予
期
し
て
い
る
場
合
か
、
ま
た
は
、（
ⅱ
）
当
該
装
置
を
用
い
て
い
る
者
が
、
対

象
者
の
明
示
的
乃
至
黙
示
的
同
意
を
得
た
上
で
、
言
葉
乃
至
活
動
を
聴
取
・
監
視
乃
至
記
録
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
）、
ま
た
は



香
港
に
お
け
る
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
つ
い
て
（
鈴
木
）

一
二
三

（
ｂ
）
光
学
監
視
装
置
乃
至
追
跡
装
置
を
用
い
て
達
成
さ
れ
る
秘
密
監
視
（
装
置
の
使
用
に
は
、（
ⅰ
）
許
可
な
く
家
屋
に
入
る
こ
と
乃
至
（
ⅱ
）

許
可
な
く
、
乗
り
物
乃
至
目
的
物
の
内
部
に
干
渉
し
た
り
、
装
置
に
電
子
的
に
干
渉
す
る
こ
と
を
含
ま
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
）
で
あ
る
。
ま
た
、

第
一
類
監
視
と
は
、
第
二
類
監
視
以
外
の
秘
密
監
視
を
言
う）

22
（

。

　

そ
し
て
、
部
門
の
執
行
官
は
、
審
査
裁
判
官
（panel judge

）
に
対
し
て
、
通
信
傍
受
ま
た
は
第
一
類
監
視
を
行
う
た
め
に
許
可
状
の

発
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
る）

23
（

。
ま
た
、
部
門
の
執
行
官
は
第
二
類
監
視
を
行
う
た
め
に
部
門
の
長
（an authorizing offi  cer

）
に
行

政
許
可
の
発
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
る）

24
（

と
い
う
建
付
け
に
な
っ
て
い
る
。

五　

傍
受
・
秘
密
監
視
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
も
、
独
立
的
な
監
督
機
関
設
置
と
定
期
的
な
自
己
検
証
制
度
の
面
か
ら
、
通
信
傍
受
及

び
監
視
条
例
は
配
慮
し
て
い
る
。

　

⑴　

ま
ず
通
信
傍
受
・
監
視
業
務
委
員
（Com

m
issioner

）
は
独
立
・
中
立
的
な
位
置
付
け
で
、
任
期
は
三
年
と
さ
れ
る
（
再
任
は
可
能

で
あ
る

）
25
（

）。
そ
の
職
責
は
、
関
連
要
件
を
法
執
行
機
関
等
が
遵
守
し
て
い
る
か
の
監
督
に
加
え
て
、
①
関
連
要
件
の
遵
守
情
況
の
検
討
、

報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
事
例
の
検
討
、
遵
守
不
備
事
例
の
詳
細
の
記
録
及
び
部
門
長
へ
の
検
討
結
果
の
通
知
等
、
②
自
分
が
通
信
傍
受
や

秘
密
監
視
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
者
か
ら
審
査
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
の
（
当
該
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
が
行

わ
れ
た
か
否
か
、
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
承
認
な
く
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
関
す
る
）
審
査
、
③
授
権
が
な
さ
れ
な
い
儘
に
傍
受
・
秘
密

監
視
が
行
わ
れ
て
い
る
等
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
関
連
す
る
者
に
対
す
る
通
知
、
④
裁
判
官
に
よ
る
承
認
の
数
、
裁
判
官
の
承
認
を
求

め
る
申
請
の
数
、
承
認
が
な
さ
れ
た
犯
罪
の
主
要
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
器
材
取
出
令
状
の
申
請
数
・
発
付
数
や
報
告
期
間
内
に
お
け
る
関
連
要

件
の
全
体
に
亘
る
遵
守
に
関
す
る
評
価
等
に
つ
い
て
、
行
政
長
官
に
対
す
る
定
期
乃
至
不
定
期
の
報
告
等
と
な
る）

26
（

。

　

⑵　

ま
た
、
傍
受
・
秘
密
監
視
に
対
す
る
法
的
監
督
の
強
化
の
た
め
、
法
執
行
部
門
に
よ
る
自
主
的
な
定
期
的
検
討
制
度
が
設
け
ら
れ



一
二
四

た
。
各
部
門
の
長
が
、
定
期
的
に
（
最
少
で
三
か
月
に
一
回

）
27
（

）、
部
門
の
担
当
者
が
関
連
要
件
を
遵
守
し
て
い
る
情
況
に
つ
い
て
振
り
返
る

も
の
で
あ
る）

28
（

。

六　

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
保
障
強
化
の
た
め
、
保
護
さ
れ
て
い
る
成
果
（
傍
受
乃
至
秘
密
監
視
に
よ
る
成
果

）
29
（

）
が
不
当
に
拡
散
し
な
い
よ

う
に
予
防
す
る
た
め
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
資
料
の
使
用
、
保
存
、
破
棄
、
証
拠
能
力
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る）

30
（

。
即

ち
、
保
護
さ
れ
て
い
る
成
果
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
開
示
範
囲
・
人
数
・
複
写
範
囲
な
ど
を
承
認
目
的
に
と
っ
て
必
要
最
小
限
に
限
り
、

自
由
に
拡
大
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
法
執
行
機
関
部
門
長
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
承
認
さ
れ
て
い
な
い
ア
ク
セ
ス
等
が
な
さ

れ
な
い
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
順
を
踏
む
、
承
認
目
的
に
と
っ
て
保
有
が
必
要
で
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
す
ぐ
に
破
棄
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
な
ど
も
規
定
さ
れ
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
護
が
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
の
成
功
に
繋
が
る
こ
と
に
鑑
み
、
実
務
規
則
は
、
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
障
・
機
密
性
に
配
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
秘
密
情
報
の
破
棄
等
に
つ
い
て
も
規
定
し
、
保
護
さ
れ
て
い
る
成
果
の
保

存
に
つ
い
て
は
、
記
録
の
保
存
申
請
・
保
存
期
間
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

七　

傍
受
・
秘
密
監
視
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
資
料
の
証
拠
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
電
信
傍
受
に
よ
る
成
果
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
規

定
さ
れ
て
お
り
、
電
信
傍
受
に
よ
る
成
果
は
原
則
と
し
て
使
用
出
来
な
い
が
、
関
連
す
る
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
目
的
の

場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

31
（

。
弁
護
側
の
防
御
能
力
強
化
の
た
め
、
当
事
者
が
対
等
で
あ
る
空
間
を
構
築
す
べ
く
、
通
信
傍

受
及
び
監
視
条
例
は
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
郵
便
物
や
秘
密
監
視
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
資
料
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
は
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
特
殊
な
事
情
が
な

い
限
り
使
用
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
電
信
傍
受
に
よ
る
成
果
は
原
則
と
し
て
使
用
出
来
な
い
が
、
郵
便
物
や
秘
密
監
視
に
よ
っ
て
取
得
さ

れ
た
資
料
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
証
拠
能
力
を
認
め
る
と
い
う
点
で
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る）

32
（

。
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一
二
五

第
三
章　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
寄
せ
ら
れ
る
評
価
・
批
判
等

一　

香
港
に
お
い
て
は
、
秘
密
捜
査
の
適
法
性
の
問
題
は
未
だ
嘗
て
な
い
程
の
異
論
を
惹
起
し
、
立
法
制
定
の
過
程
で
は
衝
突
も
見
ら
れ

た
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
多
く
の
西
欧
国
家
は
秘
密
捜
査
の
法
治
化
に
従
事
し
て
お
り
、
か
か
る
動
向
は
香
港
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
香
港
に
お
い
て
は
、
一
方
で
こ
の
よ
う
な
先
進
国
の
成
果
の
継
承
、
他
方
で
香
港
の
文
化
的
伝
統
の
側
面
と
い
う
両
面
か
ら
議
論

が
行
わ
れ
て
い
る）

33
（

。

二　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
系
国
家
に
よ
る
影
響
と
い
う
点
で
は
、
香
港
は
一
九
九
七
年
に
中
華
人
民
共
和
国
の
特
別
区
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ

れ
以
前
の
百
数
十
年
に
亘
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
系
の
伝
統
が
浸
透
し
て
お
り
、
通

信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
お
い
て
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
系
諸
国
家
（
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
）
の
影
響
は
充
分
反
映
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
、
上
記
イ
ギ
リ
ス
（
一
九
八
九
年
保
安
役
務
法
、
一
九
九
四
年
情
報
業
務
法
、
一
九
九
七
年
警
察
法
、
二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
、

二
〇
〇
一
年
反
テ
ロ
活
動
・
反
犯
罪
及
び
安
全
法
）
を
始
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
一
九
六
八
年
総
合
的
犯
罪
防
止
及
び
街
路
の
安
全
に
関
す
る
法
律
、

一
九
七
八
年
外
国
情
報
監
視
法
、
二
〇
〇
一
年
愛
国
者
法
）・
カ
ナ
ダ
（
刑
事
法
典
第
Ⅵ
部
、
保
安
情
報
役
務
法
）・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
一
九
七
九
年

電
気
通
信
傍
受
法
、
一
九
七
九
年
保
安
情
報
組
織
法
、
二
〇
〇
四
年
電
気
通
信
傍
受
法
、
二
〇
〇
四
年
電
気
通
信
傍
受
・
保
存
通
信
法
、
二
〇
〇
四
年
監

視
装
置
法
）・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
一
九
六
一
年
刑
事
法
典
、
一
九
六
九
年
保
安
情
報
役
務
法
、
二
〇
〇
三
年
政
府
通
信
保
安
局
法
）
の
影
響
が
こ

れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
立
法
例
（
特
に
イ
ギ
リ
ス
法
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
）
を
本
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
時
に
は
参
考
に
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る）

34
（

。



一
二
六

三　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

35
（

。

　

⑴　

ま
ず
独
自
の
授
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
世
界
の
法
治
国
家
は
、
秘
密
捜
査
権
の
濫
用
を
防
止
す
る

た
め
に
、
秘
密
捜
査
を
制
約
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
整
備
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
秘
密
捜
査
の
執
行
と
許
可
は
分
離
さ
れ
て
お
り
、
秘
密
捜

査
活
動
を
行
う
に
は
、
ま
ず
法
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
許
可
が
必
要
で
、
許
可
さ
れ
ず
に
行
っ
た
秘
密
捜
査
活
動
は
手
続
的
制
裁
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
法
治
国
家
に
は
、
①
行
政
令
状
モ
デ
ル
（
ま
ず
行
政
機
関
に
よ
る
授
権
が
必
要
と
さ
れ
る

）
36
（

）
と
②
司
法
令
状
モ

デ
ル
（
ま
ず
裁
判
所
に
よ
る
授
権
が
必
要
と
さ
れ
る

）
37
（

）
の
二
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
り
、
②
の
方
が
①
に
比
べ
て
、
よ
り
合
理
性
・
中
立
性
が
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
香
港
の
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
他
国
に
お
け
る
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
香
港
の
実
情
を
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ

り
、
純
粋
な
①
型
で
も
、
純
粋
な
②
型
で
も
な
い
独
自
の
特
徴
を
持
つ
授
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
た
。
即
ち
、
香
港
の
当
該
裁
判
官
は

終
審
法
院
主
席
裁
判
官
の
建
議
に
基
づ
い
て
行
政
長
官
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
お
り）

38
（

、
ま
た
、
裁
判
官
は
裁
判
所

の
成
員
と
見
ら
れ
ず
、
裁
判
官
に
よ
る
授
権
行
為
と
裁
判
所
に
よ
る
授
権
行
為
と
が
一
体
的
と
見
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
香
港
の
モ

デ
ル
は
②
の
司
法
令
状
モ
デ
ル
と
は
異
な
り
、
行
政
主
導
の
側
面
が
相
対
的
に
強
い
と
も
言
え
る
。
既
に
触
れ
た
、
香
港
通
信
傍
受
及
び

監
視
条
例
に
お
け
る
授
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
、
類
型
毎
に
異
な
る
授
権
体
制
（
市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
侵
害
の
度
合
い

が
相
対
的
に
重
大
な
も
の
は
第
一
類
監
視
に
属
し
て
、
当
該
秘
密
監
視
及
び
通
信
傍
受
は
裁
判
官
が
授
権
し
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
侵
害
が
相
対
的
に
軽

微
な
も
の
は
第
二
類
監
視
に
属
し
て
、
秘
密
監
視
は
行
政
機
関
に
お
い
て
授
権
さ
れ
る
）
は
、
か
か
る
点
と
共
通
の
土
壌
か
ら
現
れ
た
も
の
と
言

え
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度
は
、
法
執
行
機
関
に
よ
る
犯
罪
統
制
に
配
慮
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、

他
国
で
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
の
高
低
の
程
度
で
授
権
の
主
体
を
分
け
て
お
ら
ず
、
本
制
度
は
世
界
で
唯
一
無
二
の
も
の
と
評
す
る
見

解
も
あ
る）

39
（
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二
七

　

尤
も
、
本
制
度
は
イ
ギ
リ
ス
のRegulation of Investigatory Pow

ers A
ct 2000

（RIPA
.

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
）
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）

40
（

。
即
ち
、
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
、
通
常
の
監
視
を
直
接
監
視
（directed surveillance

）、
そ
の
内
特
に
侵

害
性
の
高
い
監
視
を
侵
害
監
視
（intrusive surveillance. 

住
居
若
し
く
は
個
人
所
有
の
車
両
に
対
し
て
行
う
監
視

）
41
（

）
と
し
た
上
で
、
直
接
監
視

の
許
可
権
者
は
警
視
以
上
の
捜
査
官）

42
（

、
侵
害
監
視
の
許
可
権
者
は
国
務
大
臣
と
各
組
織
の
幹
部
権
者
で
あ
る
と
す
る）

43
（

（
そ
し
て
、
侵
害
監
視

の
許
可
は
、
緊
急
の
場
合
を
除
い
て
、
警
察
機
関
か
ら
独
立
し
た
監
視
委
員
事
務
局
に
属
す
る
監
視
委
員
の
書
面
に
よ
る
承
認
に
よ
っ
て
効
力
を
生
じ
る）

44
（

が
、
監
視
委
員
は
、
最
高
裁
・
控
訴
院
・
高
等
法
院
等
の
裁
判
官
が
所
属
す
る
高
等
司
法
事
務
所
乃
至
枢
密
院
の
司
法
委
員
会
に
所
属
す
る
構
成
員
か
ら

首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
点
に
鑑
み
る
と
、
司
法
機
関
に
準
じ
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
評
せ
ら
れ
る

）
45
（

）。
ま
た
、
通
信
傍
受

は
侵
害
監
視
と
同
レ
ヴ
ェ
ル
の
侵
害
が
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
令
状
請
求
権
者
は
各
機
関
の
長
に
限
定
さ
れ
た
上
で）

46
（

、
原

則
と
し
て
国
務
大
臣
が
令
状
に
署
名
・
発
付
す
る）

47
（

（
国
務
大
臣
に
よ
る
令
状
審
査
の
適
正
な
運
用
を
担
保
す
る
た
め
に
、
通
信
傍
受
審
査
委
員
会
及

び
捜
査
権
限
行
政
審
判
所
が
あ
り
、
当
該
委
員
乃
至
審
判
員
は
高
位
の
司
法
職
等
か
ら
任
命
さ
れ
る）

48
（

の
で
、
質
的
に
は
司
法
審
査
と
同
水
準
の
も
の
と
言

え
る
と
評
さ
れ
て
い
る

）
49
（

）。

　

そ
し
て
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
部
門
の
執
行
官
は
、
審
査
裁
判
官
（panel judge

）
に
、
通
信

傍
受
ま
た
は
第
一
類
監
視
を
行
う
た
め
に
許
可
状
の
発
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
部
門
の
執
行
官
は
第
二
類
監
視
を
行
う
た

め
に
部
門
の
長
（an authorizing offi  cer

）
に
行
政
許
可
の
発
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
建
付
け
に
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る

か
ら
、
香
港
・
イ
ギ
リ
ス
共
に
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
が
高
度
で
あ
る
秘
密
捜
査
に
つ
い
て
は
司
法
機
関
乃
至
そ
れ
に
準
じ
た
機
関
に

令
状
申
請
を
行
い
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
が
相
対
的
に
高
度
に
は
至
ら
な
い
捜
査
に
つ
い
て
は
行
政
組
織
内
部
の
規
律
に
よ
っ
て
行
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
類
似
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。



一
二
八

　

⑵　

次
に
、
厳
格
な
監
督
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
に
際
し
て
の
法
執
行
部
門
の
権
限
濫
用
に
よ
っ
て
香
港

市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
が
不
相
当
に
侵
襲
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
⑴
で
触
れ
た
授
権
体

制
を
敷
く
点
に
加
え
、
独
立
の
監
察
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
設
け
て
い
る
。
委
員
（Com

m
issioner

）
は
職
務
遂
行
の
た
め
に
、
高
度
の
独
立
性

を
持
ち
、
審
査
権
・
調
査
権
、
報
告
・
提
案
権
を
有
し
、
そ
の
職
責
は
、
法
執
行
機
関
に
よ
る
条
例
遵
守
の
検
討
の
み
な
ら
ず
、
違
法
な

傍
受
・
秘
密
監
視
の
調
査
・
賠
償
決
定
を
も
含
む
。
ま
た
、
か
か
る
外
部
監
督
の
強
化
に
加
え
、
既
に
触
れ
た
定
期
的
検
討
制
度
（
各
部

門
の
長
が
、
関
連
要
件
が
部
門
の
担
当
者
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
定
期
的
検
討
・
調
査
を
行
う

）
50
（

）
と
い
っ
た
法
執
行
部
門
の
内
部
監
督

を
も
強
化
し
た
。

　

⑶　

更
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
と
い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
犯
罪
統
制
と
人
権
保
障
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る

こ
と
が
世
界
各
国
の
目
標
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
そ
の
実
現
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
か
る
情
況
の
中
で
、
香
港
通
信

傍
受
及
び
監
視
条
例
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
上
手
く
取
れ
て
い
る
例
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る）

51
（

。
即
ち
、
犯
罪
を
統
制
す
る
た
め
、
法
執

行
機
関
は
秘
密
捜
査
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
は
人
権
保
障
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
た
め
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、

適
用
条
件
、
対
象
事
案
の
範
囲
、
申
請
手
続
・
授
権
手
続
・
監
督
手
続
や
救
済
な
ど
、
手
続
等
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
詳
細
・
具
体
的

に
定
め
、
手
続
と
効
率
と
い
う
相
反
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
に
努
め
て
お
り
、
緊
急
授
権
制
度
・
口
頭
申
請
制
度
・

捜
査
秘
密
の
厳
重
保
守
等
が
犯
罪
統
制
に
対
す
る
努
力
の
現
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑴
で
述
べ
た
、
授
権
主
体
を
二
類
型
に

分
け
る
点
も
犯
罪
統
制
と
人
権
保
障
双
方
に
対
す
る
配
慮
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
事
後
通
知
に
関
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
香
港
市
民
の
権
利
保
護
に
関
す
る
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る）

52
（

。
仮
に

事
後
通
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
違
法
に
侵
襲
さ
れ
た
と
し
て
も
対
象
者
は
そ
の
点
を
知
ら
ず
、
損
失
を
受
け
て
も
損
害
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一
二
九

賠
償
も
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
事
後
通
知
に
関
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
れ
ば
か
か
る
マ
イ
ナ
ス
面
は
削
減
さ
れ
よ
う
し
、
事
後

通
知
は
対
象
者
や
無
実
の
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
に
プ
ラ
ス
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
事
後
通
知
に
関
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
秘
密
監
視

行
動
に
対
す
る
監
督
の
強
化
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
事
後
通
知
は
秘
密
捜
査
の
妨
げ
に
も
な
り
得
る
し
、
関
連
資
料
を
長
期
間

保
管
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
該
情
報
が
漏
洩
し
た
場
合
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
リ
ス
ク
を
惹
起
し
、
ま
た
法
執
行
機
関

の
資
源
負
担
に
も
な
る
。
こ
の
弊
害
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
事
後
通
知
制
度
が
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ

に
は
存
在
す
る
が
、
通
知
事
項
は
限
定
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）

53
（

。
こ
の
点
、
香
港
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
が
大
き
く
奏
功
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
点
を
踏
ま
え
て
、
事
後
通
知
制
度
は
必
要
な
い
と
い
う
意
見
も
有
力
で
あ
っ
た
が
、
市
民
の

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
リ
ス
ク
が
残
る
た
め
に
事
後
通
知
は
必
要
と
さ
れ
、
監
察
機
関
に
よ
る
検
討
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
提
案
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
な
通
知
を
行
わ
な
い
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
な
い
、
特
殊
な
受
動
的
・
限
定
的
通
知
と
い
う
形
態
を
採
っ
た）

54
（

。

即
ち
、
自
分
に
対
し
て
乃
至
自
分
か
ら
伝
達
さ
れ
る
通
信
が
法
執
行
官
か
ら
傍
受
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
は
自
分
が
秘
密
監

視
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
者
は
委
員
に
書
面
で
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
、
委
員
は
当
該
申
請
を
受
理
し
た
ら
調
査

を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
調
査
の
結
果
、
委
員
が
通
信
傍
受
乃
至
秘
密
監
視
が
許
可
な
く
行
わ
れ
て
い
た
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員

は
申
請
人
に
速
や
か
に
通
信
傍
受
乃
至
秘
密
監
視
の
開
始
日
や
期
間
、
補
償
の
支
払
命
令
を
望
む
か
等
に
つ
い
て
通
知
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
申
請
人
が
委
員
に
積
極
的
に
調
査
の
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
審
査
後
に
委
員
が
通
信
傍
受
乃
至
秘
密
監
視

の
情
況
に
つ
い
て
申
請
人
に
通
知
す
る
形
を
採
る
。
目
標
と
な
る
対
象
者
を
秘
密
に
し
な
い
と
治
安
・
公
共
安
全
に
と
っ
て
危
険
と
な
る

し
、
秘
密
捜
査
が
困
難
に
な
る
点
、
秘
密
行
動
の
機
密
性
の
保
護
と
い
っ
た
点
か
ら
、
委
員
は
、
当
該
事
案
を
全
て
申
請
人
に
通
知
す
る



一
三
〇

の
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
限
定
的
な
形
で
通
知
す
る
の
で
あ
る
。

四　

以
上
の
よ
う
な
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
欠
陥
と
し
て
は
、
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

55
（

。
即
ち
、
①
自
宅
等
を
探
る
秘

密
監
視
行
為
は
規
制
し
て
お
ら
ず
、
香
港
市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
点
、
②
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
に
対
す
る

侵
襲
の
程
度
を
基
準
に
し
て
授
権
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
観
念
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
、
③
少
な
か
ら
ぬ
秘
密
捜
査
活

動
が
法
的
規
制
の
枠
外
に
置
か
れ
る
（
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
秘
密
捜
査
を
規
制
す
る
総
合
的
法
律
で
あ
り
、
郵
便
物
検
査
・
秘
密
録
音
等
々

を
包
括
す
る
も
の
の
、
潜
入
捜
査
や
秘
密
情
報
提
供
者
の
活
用
と
い
っ
た
、
犯
罪
情
報
取
得
の
た
め
の
少
な
く
な
い
秘
密
捜
査
活
動
を
規
制
対
象
に
含
ん

で
い
な
い
）
点
、
④
電
話
等
の
通
信
を
傍
受
し
た
成
果
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
証
拠
能
力
を
認
め
な
い
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権

保
障
の
強
化
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
影
響
か
ら
来
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
犯
罪
統
制
上
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
点
、
⑤
重
要
な
用

語
の
定
義
が
厳
密
で
な
く
、
ま
た
、
条
文
の
構
造
に
お
い
て
抵
触
が
あ
る
（
例
え
ば
、
電
話
通
信
傍
受
の
成
果
は
原
則
と
し
て
証
拠
に
出
来
な
い

が
、
取
得
し
た
郵
便
物
は
証
拠
に
出
来
る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）
と
い
う
点
、
⑥
本
条
例
の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
は
香
港
政

体
、
香
港
特
別
区
に
限
ら
れ
る
の
で
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
の
監
視
に
は
適
用
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
非
政
府
機
関
に
は
適
用
さ
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
更
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
へ
の
秘
密
監
視
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
弁
護
士
へ
の
秘
密
監
視
に
対
す
る
制
約
も
少

な
い
と
い
う
点）

56
（

、
⑦
審
査
裁
判
官
（panel judge

）
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
行
政
部
門
か
ら
の
独
立
性
が
完
全
で
は
な
い
の
で
、
三

権
分
立
と
い
う
点
で
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
異
な
る
）、

そ
の
結
果
と
し
て
人
権
保
護
に
消
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
点
が
こ
れ
で
あ
る
。

　

更
に
、
⑧
課
題
と
し
て
、
法
執
行
官
の
規
則
に
対
す
る
理
解
が
不
充
分
で
あ
る
た
め
、
法
執
行
官
に
対
す
る
適
切
な
研
修
・
訓
練
が
必

要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る）

57
（

。
ま
た
、
⑨
法
執
行
官
が
違
法
な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
を
し
な
い
よ
う
、
法
執
行
機
関
の
長
の
委
員
に
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一

対
す
る
報
告
に
止
ま
ら
ず
に
、
監
督
す
べ
き
と
の
意
見
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
傍
受
を
行
う
権
限
を
監
督
機
関
（
委
員
）
に
与
え
よ
う
と

い
う
旨
の
本
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
対
す
る
修
正
案
も
提
示
さ
れ
た
（
二
〇
一
五
年

）
58
（

）。

お
わ
り
に

一　

以
上
検
討
し
て
来
た
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
は
、
長
い
間
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
を
始
め
と
す
る
秘
密
捜
査
に
関
し
て
立

法
に
よ
る
規
制
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
来
た
香
港
の
従
前
の
議
論
を
検
討
し
た
上
で
、
法
執
行
機
関
に
よ
る
通
信
傍
受
や
秘
密
監
視
を
規

律
し
て
公
共
の
安
全
を
図
り
、
一
方
で
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
や
そ
の
他
の
人
権
を
保
護
す
る
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
、
法
執

行
機
関
に
よ
る
秘
密
捜
査
活
動
が
条
例
の
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
厳
し
く
監
督
を
行
う
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
や
そ
の
他
の
先
進
諸
国
の
議
論
の
蓄
積
を
も
踏
ま
え
た
も
の
で
、
制
定
時
（
二
〇
〇
六
年
）
迄
の
香
港
の
議
論
の
集
大
成
と
位
置

付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
且
つ
法
（
条
例
）
と
い
う
形
で
そ
れ
を
規
定
し
、
秘
密
捜
査
に
対
す
る
透
明
性
と
保
護
の
度
合
い
を
高
め

た
と
い
う
点
で
重
要
な
前
進
を
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
充
分
か
否
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
も
の
の
監
督
の
厳
格
化
と
い
う

点
が
本
条
例
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
、
汚
職
事
犯
な
ど
を
例
と
す
る
犯
罪
統
制
の
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
い
る
結
果
と

し
て
、
事
案
を
区
分
し
て
司
法
機
関
と
法
執
行
機
関
に
よ
る
二
元
的
な
授
権
体
制
を
採
っ
て
い
る
点
も
、
特
徴
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

二　

⑴　

た
だ
、
既
に
第
三
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
条
例
に
対
し
て
は
、
①
自
宅
等
を
探
る
秘
密
監
視
行
為
は
規
制
し
て
お
ら
ず
、

香
港
市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
点
、
②
少
な
か
ら
ぬ
秘
密
捜
査
活
動
が
法
的
規
制
の
枠
外
に
置
か
れ
る
点
、

③
電
話
等
の
通
信
を
傍
受
し
た
成
果
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
証
拠
能
力
を
認
め
な
い
が
、
こ
れ
は
犯
罪
統
制
上
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
点
、
④



一
三
二

条
文
の
構
造
に
お
い
て
抵
触
が
あ
る
と
い
っ
た
点
、
⑤
法
執
行
官
の
規
則
に
対
す
る
理
解
が
不
充
分
で
あ
る
た
め
、
法
執
行
官
に
対
す
る

適
切
な
研
修
・
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
、
⑥
法
執
行
官
が
違
法
な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
を
し
な
い
よ
う
、
法
執
行
機
関
の
長
の

委
員
会
に
対
す
る
報
告
に
止
ま
ら
ず
に
、
監
督
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
欠
点
・
批
判
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

⑵　

こ
の
点
、
二
〇
一
六
年
六
月
に
は
、
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る）

59
（

。
具
体
的
に
は
、
緊
急
授
権
・
行

政
授
権
・
裁
判
官
に
よ
る
授
権
等
の
定
義
の
改
正
（
第
二
条
）、
指
示
さ
れ
た
授
権
（
裁
判
官
に
よ
る
授
権
・
行
政
授
権
・
緊
急
授
権
）
の
発

付
・
延
長
・
継
続
要
件
の
改
正
（
第
三
条
）、
緊
急
授
権
の
承
認
の
た
め
の
申
請
決
定
に
関
す
る
条
件
等
の
改
正
（
第
二
四
条
）、
指
示
さ
れ

た
承
認
乃
至
延
長
の
承
認
の
た
め
の
申
請
決
定
に
関
す
る
条
件
の
改
正
（
第
二
七
条
）、
器
材
取
出
令
状
（device retrieval w

arrant

）
が

実
行
出
来
な
い
場
合
の
審
査
裁
判
官
（panel judge

）
に
対
す
る
報
告
の
追
加
（
第
三
八
Ａ
条
）、
委
員
（Com

m
issioner

）
に
よ
る
調
査
に

関
し
、
自
分
へ
の
通
信
が
傍
受
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
等
に
つ
い
て
調
査
を
申
請
し
た
者
に
対
す
る
、
委
員
に
よ
る
通
知
等
の
強
化

等
（
第
四
四
条
、
第
四
六
条
）、
関
連
人
物
に
対
す
る
委
員
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
改
正
、
用
語
の
改
正
（
第
四
八
条
）、
委
員
に
よ
る
監
督

の
強
化
等
（
第
五
三
条
、
第
五
三
Ａ
条
、
第
五
四
条
）、
傍
受
乃
至
秘
密
監
視
の
対
象
者
の
逮
捕
に
つ
い
て
の
関
連
当
局
へ
の
報
告
に
関
し
て
、

指
定
さ
れ
た
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
の
関
連
当
局
に
よ
る
対
応
等
に
つ
い
て
の
追
加
等
（
第
五
八
条
）、
不
正
確
な
情
報
や
情
況
の
変

化
に
気
付
い
た
場
合
の
関
連
当
局
へ
の
報
告
に
つ
い
て
の
追
記
（
第
五
八
Ａ
条
）、
保
護
さ
れ
る
傍
受
乃
至
監
視
成
果
に
対
す
る
保
護
に
つ

い
て
の
改
正
・
追
記
（
第
五
九
条
）、
指
定
さ
れ
た
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
後
に
取
得
さ
れ
た
保
護
さ
れ
る
成
果
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
追

記
し
た
（
第
六
五
Ａ
条
）
点
等
が
掲
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
点
が
、
上
記
の
批
判
・
指
摘
に
対
応
し
て
い
る
訳
で
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
委
員
が
担
当
官
等
に
回
答
や
情
報
提
供
を

求
め
る
こ
と
等
が
出
来
る
点
に
つ
い
て
の
条
項
の
改
正
（
第
五
三
条
）、
保
護
さ
れ
る
傍
受
乃
至
監
視
成
果
の
調
査
権
限
に
関
す
る
、
委
員
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に
よ
る
委
員
事
務
局
で
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
委
託
を
可
能
と
す
る
改
正
（
第
五
三
Ａ
条
）、
関
連
要
件
不
遵
守
の
場
合
の
、
部
門
に
よ

る
報
告
の
一
般
義
務
に
関
す
る
改
正
（
第
五
四
条
）
等
は
、
委
員
に
よ
る
監
督
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
対
応
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

三　

そ
し
て
、
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
に
対
す
る
侵

襲
の
程
度
を
基
準
に
し
て
授
権
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
本
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
が
、
か
か
る
区
分
は
観

念
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
強
い
批
判
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
第
一
類
監
視
と
第
二
類
監
視
と
の
区
分
が
困
難

で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
、
監
視
の
対
象
と
な
る
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
へ
の
侵
襲
の
程
度
の
違
い
が
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
（
対
象
者
の
言
葉
や
行
動
が
、
聴
取
装
置
や
光
学
的
監
視
装
置
を
用
い
る
者
〔
聞
い
た
り
監
視
す
る
と
、
対
象
者
が
合
理
的
に

考
え
る
者
〕
に
よ
っ
て
聞
き
取
ら
れ
た
り
監
視
さ
れ
た
り
す
る
場
合
は
、
第
二
類
監
視
が
カ
バ
ー
す
る
と
捉
え
る

）
60
（

）
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、

二
つ
の
区
分
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
犯
罪
統
制
の
必
要
性
と
個
人
の
人
権
の
保
障
の
衡
量
を
か
か

る
限
度
で
達
成
す
べ
き
と
立
法
者
が
考
え
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
電
話
通
信
の
成
果
は
原
則
と
し
て
証
拠
に
出
来
な
い
が
、
取
得
し
た
郵
便
物
は
証
拠
に
出
来
る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
本
条
例
は
ス
タ
ン
ス
を
変
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
電
話
通
信
の
成
果
は

原
則
と
し
て
証
拠
に
出
来
な
い
が
、
取
得
し
た
郵
便
物
は
証
拠
に
出
来
る
と
い
う
点
は
本
条
例
に
お
い
て
突
如
出
現
し
た
発
想
で
は
な

く
、
香
港
に
お
け
る
立
法
に
関
す
る
議
論
の
過
程
で
、
従
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
も
一
つ
の

理
由
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
犯
罪
統
制
の
必
要
性
と
個
人
の
人
権
の
保
障
の
衡
量
を
香
港
の
現
状
に
反
映
し
た
所
産
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。



一
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四　

か
か
る
香
港
に
お
け
る
衡
量
の
努
力
は
、
法
体
系
・
犯
罪
情
勢
な
ど
が
異
な
る
我
が
国
に
直
ち
に
同
じ
形
で
当
て
嵌
ま
る
訳
で
は
な

い
。
平
成
二
八
年
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
お
い
て
、
通
信
傍
受
に
関
し
て
、
①
通
信
傍
受
の
対
象
犯
罪
の
拡
大
、
②
通
信
傍
受
の
手
続
の

合
理
化
・
効
率
化
（
暗
号
技
術
や
情
報
処
理
技
術
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
傍
受
の
実
施
の
適
正
を
充
分
に
担
保
し
つ
つ
、
よ
り
効
果
的
・
効
率
的

な
傍
受
を
可
能
と
す
る
た
め
、「
一
時
的
保
存
を
通
じ
て
行
う
通
信
傍
受
の
実
施
の
手
続
」
と
「
特
定
電
子
計
算
機
を
用
い
る
通
信
傍
受
の
実
施
の
手
続
」

を
導
入
し
た
）
と
い
っ
た
点
で
改
正
が
な
さ
れ
た）

61
（

が
、
授
権
体
制
を
二
元
的
に
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

既
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
学
ん
で
、
住
居
や
車
両
等
を
対
象
に
行
う
監
視
は
、
侵
害
監
視
と
し
て
授
権
を
司
法
機
関
に
準
じ
た
第
三
者
機

関
の
承
認
に
掛
か
ら
し
め
る
な
ど
、
令
状
主
義
に
準
じ
た
規
律
を
し
て
い
る
点
と
、
そ
の
他
侵
害
性
の
低
い
監
視
は
、
直
接
監
視
と
し
て

組
織
内
の
規
律
で
行
わ
れ
て
い
る
点
を
、
我
が
国
の
文
脈
に
直
せ
ば
、
前
者
は
強
制
処
分
と
し
て
規
律
を
行
い
、
後
者
は
任
意
処
分
と
し

て
規
律
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
、
任
意
処
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
組
織
内
の
事
前
審
査
に
掛
か
ら
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
実
体
要
件
の
存
在
を
確
認
し
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
点
は
、
任
意
捜
査
を
規
律
す
る
仕
組
み
と
し
て
我
が
国
に
お
い
て

も
参
考
に
な
ろ
う
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る）

62
（

。
香
港
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
の
場
合
も
、
第
一
類
監
視
は
強
制
処
分
、
第
二
類
監

視
は
任
意
処
分
に
相
当
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
香
港
の
知
見
は
、
運
用
面
で
我
が
国
の
任
意
捜
査
の
規
律
に
参
考
と
な

る
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
可
能
性
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

63
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。

（
１
）　 See e.g.,  

香
港
個
人
資
料
私
隱
專
員
公
署
、
“Guidance on CCT

V
 Surveillance and U

se of D
rones

”.

（
２
）　

香
港
に
お
け
る
秘
密
捜
査
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
、
鄧
立
軍
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
同
著
『
中
国
港
澳
台
地
区
秘
密
偵
査
制
度

研
究
』（
二
〇
一
三
年　

中
国
社
会
科
学
出
版
社
）
一
頁
以
下
。



香
港
に
お
け
る
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
つ
い
て
（
鈴
木
）

一
三
五

（
３
）　

立
法
に
は
何
か
月
も
の
期
間
を
要
す
る
か
ら
、
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
暫
定
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
“ The Regulation of Covert 

Surveillance Ian W
ingfi eld, Law

 O
ffi  cer, D

epartm
ent of Justice （A

ugust 10, 2005

）”.
（
４
）　

行
政
命
令
に
対
す
る
高
等
法
院
に
よ
る
消
極
的
判
断
も
あ
っ
た
。See e.g., T

hom
as E. K

ellogg, 

“A Flaw
ed Eff ort? Legislating on 

Surveillance in H
ong K

ong

” Hong K
ong Journal （04/01/2007

）.

（
５
）　

香
港
基
本
法
第
三
九
条
参
照
。

（
６
）　

香
港
基
本
法
や
人
権
法
案
条
例
に
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
関
連
を
保
護
す
る
定
め
が
あ
る
。
例
え
ば
、
基
本
法
第
三
〇
条
は
、「
香
港
居
住
民

の
通
信
の
自
由
と
通
信
の
秘
密
は
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
公
共
の
安
全
乃
至
刑
事
犯
罪
捜
査
の
必
要
を
満
た
す
た
め
に
、
法
的
手
続

に
則
っ
て
、
関
連
機
関
が
通
信
を
検
査
す
る
場
合
を
除
い
て
、
如
何
な
る
部
門
も
個
人
も
、
如
何
な
る
理
由
で
も
、
居
住
民
の
通
信
の
自
由
と
通

信
の
秘
密
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
」
旨
定
め
て
お
り
、
そ
の
他
、
基
本
法
第
二
七
条
は
、
居
住
民
の
表
現
の
自
由
・
出
版
の
自
由
、
第
二
九
条

は
、
居
住
民
の
家
屋
等
が
違
法
な
捜
索
・
侵
襲
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
旨
を
も
定
め
て
い
る
。
次
に
、
人
権
法
案
条
例
第
一
四
条
は
、
プ
ラ
イ
ヴ

ァ
シ
ー
（
秘
密
）、
家
屋
等
に
恣
意
的
乃
至
違
法
な
干
渉
等
を
受
け
な
い
旨
な
ど
、
同
第
一
六
条
は
、
誰
も
が
干
渉
さ
れ
ず
に
意
見
を
持
つ
権
利
、

表
現
の
自
由
の
権
利
を
持
つ
旨
を
定
め
て
い
る
。

（
７
）　

警
察
の
腐
敗
も
懸
念
さ
れ
た
の
で
、
廉
政
公
署
が
通
信
傍
受
権
限
を
付
与
さ
れ
、
一
九
九
三
年
時
点
で
既
に
通
信
傍
受
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
通
信
傍
受
自
体
は
、
既
に
一
九
八
〇
年
代
に
市
民
社
会
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
８
）　H

ong K
ong H

um
an Rights M

onitor, Surveillance, Basic Law
 A

rticle 30, and the R
ight to Privacy in H

ong K
ong A

 
Briefi ng Paper

（O
ctober 2005

） 10.

（
９
）　

ま
た
、
秘
密
監
視
は
内
部
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
規
律
さ
れ
て
い
た
。
“ The Regulation of Covert Surveillance Ian W

ingfi eld, Law
 

O
ffi  cer, D

epartm
ent of Justice （A

ugust 10, 2005

）”, supra.

（
10
）　

そ
の
他
、
緊
急
情
況
で
の
傍
受
も
可
能
だ
が
、
濫
用
防
止
に
つ
い
て
も
講
じ
、
違
法
な
取
得
は
証
拠
排
除
と
さ
れ
、
ま
た
、
違
法
傍
受
の
被
害

を
受
け
た
者
は
補
償
の
申
請
が
可
能
で
あ
る
旨
定
め
ら
れ
た
。

（
11
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
五
六
頁
以
下
。

（
12
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
に
至
る
過
程
で
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
秘
密
捜
査
的
手
法
の
違
法
性
を
指
摘
す
る
裁
判
例
が
見
ら
れ
た
た
め
、

不
正
防
止
に
従
事
す
る
捜
査
当
局
員
の
士
気
が
下
が
り
、
そ
の
調
査
能
力
も
大
打
撃
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
五
年
七
月
、
秘
密
監
視
の
法



一
三
六

的
基
礎
を
明
確
に
す
る
べ
く
、
ま
た
、
立
法
を
迅
速
に
進
め
る
た
め
に
、
行
政
長
官
は
香
港
基
本
法
第
四
八
条
に
基
づ
い
て
秘
密
監
視
手
続
命
令

（
行
政
命
令
）
を
公
布
し
た
（
同
年
八
月
六
日
実
施
）。
①
秘
密
監
視
の
授
権
条
件
（
目
的
が
合
法
で
あ
り
、
当
該
目
的
に
照
ら
し
て
秘
密
監
視
実

施
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
原
則
遵
守
の
必
要
性
）、
②
授
権
申
請
・
形
式
等
に
関
す
る
定
め
、
③
緊
急
情
況
に
お
け
る
秘
密
監
視
、
④
授
権
人
員

の
指
定
な
ど
が
具
体
的
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
監
視
が
許
可
さ
れ
る
範
囲
・
態
様
が
市
民
に
と
っ
て
明
確
に
な
る
と
し
て
支
持
す
る

見
解
も
当
然
な
が
ら
見
ら
れ
た
も
の
の
、
本
命
令
は
、
香
港
基
本
法
で
定
め
ら
れ
る
権
利
そ
の
他
香
港
市
民
の
権
利
を
制
限
・
剝
奪
す
る
と
い
っ

た
疑
念
を
社
会
各
界
に
広
く
惹
起
し
た
（
二
〇
〇
六
年
八
月
の
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
よ
っ
て
、
本
命
令
は
終
了
し
た
が
）。
例
え
ば
、
合

憲
性
・
合
法
性
に
関
す
る
議
論
、
行
政
命
令
で
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
侵
害
の
規
律
が
出
来
な
い
と
い
っ
た
法
律
の
根
拠
に
関
す
る
議
論
、
行
政

命
令
自
体
は
法
律
で
な
い
と
い
っ
た
論
点
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
政
治
的
監
視
の
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
か
ら
、
反
対
党

派
の
傍
受
に
利
用
し
な
い
よ
う
に
と
い
っ
た
意
見
も
提
起
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
議
論
も
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
制
定
に
向
け
て
の
論
点
の
蓄

積
と
し
て
意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。H
ong K

ong H
um

an Rights M
onitor, Surveillance, Basic Law

 A
rticle 30, and the 

R
ight to Privacy in H

ong K
ong A

 Briefi ng Paper, supra at 1-4, 26; 
 Law

 Enforcem
ent 

（Covert Surveillance Procedures

） 
O
rder/Statem

ent of the H
ong K

ong Bar A
ssociation （D

ated 8 A
ugust 2005

）.

（
13
）　

最
終
的
に
通
信
傍
受
条
例
は
廃
止
さ
れ
た
。

（
14
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
。

（
15
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
。

（
16
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
。

（
17
）　
（
ａ
）
市
民
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
侵
害
の
大
小
（
物
体
の
内
部
に
侵
襲
し
て
い
な
け
れ
ば
第
二
類
、
侵
襲
し
て
い
れ
ば
第
一
類
）、（
ｂ
）

モ
ニ
タ
ー
機
器
使
用
が
明
示
乃
至
黙
示
の
同
意
を
得
て
い
る
か
（
同
意
が
な
け
れ
ば
第
一
類
、
あ
れ
ば
第
二
類
）
な
ど
が
、
第
一
類
監
視
と
第
二

類
監
視
を
区
分
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
に
お
け
る
定
義
等
参
照
。

（
18
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
七
九
頁
以
下
。

（
19
）　

通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
の
達
成
目
的
が
①
の
重
大
犯
罪
防
止
・
探
索
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
特
定
の
脅
威
の
防
止
に
あ
る
と
い
う
場
合
の
緊

急
性
・
重
大
性
、
及
び
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
に
関
し
て
、
当
該
遂
行
に
よ
り
入
手
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
情
報
の
価
値
と
関
連
性
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。



香
港
に
お
け
る
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
つ
い
て
（
鈴
木
）

一
三
七

（
20
）　

首
長
級
の
警
察
官
が
秘
密
監
視
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
許
可
し
て
か
ら
、
審
査
裁
判
官
（
小
組
法
官
。panel judge

）
に
書
面
で
申
請
し
（
公

共
安
全
の
危
険
が
重
大
で
あ
る
と
の
資
料
も
提
出
す
る
）、
裁
判
官
が
書
面
形
式
で
授
権
す
る
。
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
八
条
な
ど
参
照
。

猶
、
死
亡
・
重
大
傷
害
事
案
や
公
共
安
全
に
重
大
な
危
険
が
存
す
る
時
な
ど
法
定
の
緊
急
情
況
が
あ
り
、
も
と
も
と
第
一
類
監
視
に
該
当
す
る
監

視
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
実
行
が
現
実
的
で
な
い
場
合
に
緊
急
授
権
が
認
め
ら
れ
、
法
執
行
機
関
の
チ
ー
フ
が
授
権
し
て
実
行
さ
せ
る
。
緊
急
授

権
に
は
書
面
提
出
が
必
須
で
あ
る
。

（
21
）　

法
執
行
機
関
自
身
に
授
権
し
て
い
る
（
書
面
申
請
・
書
面
陳
述
が
必
要
で
あ
る
）。
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
一
四
条
。

（
22
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
。

（
23
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
八
条
⑴
。

（
24
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
一
四
条
⑴
。

（
25
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
三
九
条
⑶
⑹
。

（
26
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
四
〇
条
以
下
、
第
四
一
条
、
第
四
四
条
、
第
四
六
条
、
第
四
八
条
、
第
四
九
条
、
第
五
〇
条
な
ど
。

（
27
）　Code of Practice-Issued pursuant to Section 63 of the Interception of Com

m
unications and Surveillance O

rdinance  

（Cap. 589

） （June 2016

） 45.

（
28
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
五
六
条
参
照
。

（
29
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
二
条
参
照
。

（
30
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
五
九
条
。

（
31
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
六
一
条
。

（
32
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
一
〇
頁
。
通
信
傍
受
に
よ
る
成
果
は
原
則
と
し
て
証
拠
と
し
て
使
用
出
来
な
い
が
、
電
磁
的

手
段
以
外
で
伝
達
さ
れ
る
交
信
の
傍
受
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
物
（
郵
便
物
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
）
は
証
拠
能
力
が
あ
る
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

一
九
九
六
年
の
法
律
改
革
委
員
会
の
最
終
報
告
（「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
：
通
信
傍
受
の
規
律
」）
な
ど
で
既
に
論
じ
ら
れ
、
一
九
九
七
年
の
白
紙
草

案
等
で
も
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
で
初
め
て
出
て
来
た
規
定
で
は
な
い
。See e.g., T

he Law
 Reform

 
Com

m
ission of H

ong K
ong Report Privacy: 

 T
he R

egulation of Covert Surveillance （M
arch 2006

） 66.

（
33
）　

香
港
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
し
て
統
治
さ
れ
る
過
程
で
、
植
民
地
政
府
が
法
の
形
成
を
抑
え
て
い
た
面
も
あ
り
、
国
家
安
全
立
法
に
つ
い
て



一
三
八

議
論
が
な
さ
れ
る
以
前
は
、
通
信
傍
受
・
秘
密
監
視
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
も
存
し
た
。H

ong K
ong H

um
an Rights M

onitor, 
Surveillance, Basic Law

 A
rticle 30, and the R

ight to Privacy in H
ong K

ong A
 Briefi ng Paper, supra at 8.

（
34
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
一
二
頁; T

hom
as E. K

ellogg, 

“A Flaw
ed Eff ort? Legislating on Surveillance in 

H
ong K

ong

” Hong K
ong Journal, supra ; 

 H
ong K

ong H
um

an Rights M
onitor, Surveillance, Basic Law

 A
rticle 30, and the 

R
ight to Privacy in H

ong K
ong A

 Briefi ng Paper, supra at 6-17. 

特
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
香
港
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、See e.g., 

T
he Law

 Reform
 Com

m
ission of H

ong K
ong Report Privacy: 

 T
he R

egulation of Covert Surveillance, supra at 72.

（
35
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
一
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
36
）　

イ
ン
ド
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
そ
の
例
と
さ
れ
る
。

（
37
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
、
世
界
の
多
数
の
国
家
が

こ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。

（
38
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
六
条
。

（
39
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
二
〇
頁
。

（
40
）　

Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
我
が
国
の
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、
横
山
潔
「
イ
ギ
リ
ス
『
調
査
権
限
規
制
法
』
の
成
立
」
外
国
の
立
法
二
一
四
（
平
成

一
四
年
）
四
七
頁
以
下
な
ど
。

（
41
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
二
六
条
⑶
。

（
42
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
三
〇
条
な
ど
。

（
43
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
三
二
条
。

（
44
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
三
五
条
、
第
三
六
条
⑵
。

（
45
）　

直
接
監
視
・
侵
害
監
視
に
つ
い
て
は
、
丸
橋
昌
太
郎
「
行
動
監
視
捜
査
の
規
制
」『
信
州
大
学
法
学
論
集
』
第
二
二
号
（
平
成
二
五
年
）
六
頁

以
下
。

（
46
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
六
条
⑵
。

（
47
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
五
条
⑴
。

（
48
）　

二
〇
〇
〇
年
捜
査
権
限
規
制
法
第
五
七
条
な
ど
。



香
港
に
お
け
る
通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
に
つ
い
て
（
鈴
木
）

一
三
九

（
49
）　

丸
橋
昌
太
郎
「
会
話
の
傍
受
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
」『
法
学
会
雑
誌
』
第
五
六
巻
第
一
号
（
平
成
二
七
年
）
五
四
二
頁
以
下
。

（
50
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
五
六
条
。

（
51
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
二
一
頁
参
照
。

（
52
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
二
四
頁
。

（
53
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
二
五
│
六
頁
。
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
椎
橋
隆
幸
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
通
信
傍

受
の
法
制
度
」『
法
曹
時
報
』
第
五
〇
巻
第
三
号
（
平
成
一
〇
年
）
一
七
│
九
頁
な
ど
。

（
54
）　

通
信
傍
受
及
び
監
視
条
例
第
四
三
条
・
第
四
四
条
。

（
55
）　

鄧
立
軍
・
前
掲
「
香
港
地
区
秘
密
偵
査
制
度
」
一
三
〇
頁
以
下
。See also, E. K

ellogg, 

“A Flaw
ed Eff ort? Legislating on Surveil-

lance in H
ong K

ong
”, supra.

（
56
）　See e.g., K

eith Bradsher, 
“Hong K

ong Surveillance Law
 Passes

”, N
ew

 Y
ork T

im
es （A

ug. 6, 2006

）.

（
57
）　See, Legislative Council Paper N

o. CB （2

） 341/15-16 （03

）.

（
58
）　See e.g., Ryan K

ilpatrick, 
“Hong K

ong gov

’t m
ulls greater pow

ers for surveillance com
m
issioner

” H
ong K

ong Free 
Press （2015

）.

（
59
）　

既
に
触
れ
た
点
と
も
重
な
る
が
、
二
〇
一
五
年
通
信
傍
受
及
び
監
視
（
改
正
）
法
案
は
、
審
査
裁
判
官
（panel judge

）・
委
員（Com

m
is-

sioner

）
の
権
限
強
化
や
、
条
例
の
多
く
の
条
項
の
明
確
化
を
企
図
し
た
。See e.g., Legislative Council Panel on Security, Results of 

study of m
atters raised in the A

nnual Report 2014 to the Chief Executive by the Com
m
issioner on Interception of 

Com
m
unications and Surveillance, para 12. 

（
60
）　Code of Practice-Issued pursuant to Section 63 of the Interception of Com

m
unications and Surveillance O

rdinance 

（Cap. 589

）, supra at 7.

（
61
）　

吉
川
崇
「『
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
概
要
」『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
九
号
（
平
成
二
八
年
）
七
六
│
八
頁
、
吉
田

雅
之
「『
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
概
要
に
つ
い
て
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
平
成
二
八
年
九
月
号
二
三
│
五
頁
な
ど
参
照
。

（
62
）　

丸
橋
昌
太
郎
・
前
掲
「
行
動
監
視
捜
査
の
規
制
」
二
一
│
二
頁
。
ま
た
、
丸
橋
昌
太
郎
・
前
掲
「
会
話
の
傍
受
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
」
五

五
一
頁
を
も
参
照
。



一
四
〇

（
63
）　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
香
港
の
審
査
裁
判
官
（panel judge

）
が
行
政
か
ら
の
独
立
に
お
い
て
不
充
分
で
あ
る
と
い
う
点
を
重
く
見
れ
ば
、
二

元
的
と
言
っ
て
も
、
全
体
的
に
行
政
に
よ
る
授
権
の
度
合
い
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
強
制
処
分
に
お
い
て
も
司
法
機
関
の
承
認
に
よ
っ
て

い
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
我
が
国
と
体
制
が
根
本
的
に
異
な
り
参
考
と
す
べ
き
余
地
は
狭
ま
り
得
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
審
査
裁
判
官

の
選
定
に
政
治
的
選
好
が
働
く
か
に
つ
い
て
は
争
い
は
あ
る
も
の
の
（See e.g., K

eith Bradsher, 

“Hong K
ong Surveillance Law

 
Passes

”, supra

）
香
港
の
審
査
裁
判
官
は
、
終
審
法
院
主
席
裁
判
官
の
建
議
に
基
づ
い
て
行
政
長
官
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
司
法
機
関
に
準
じ
た
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
日
本
比
較
法
研
究
所
嘱
託
研
究
員
）


